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目黒区男女平等・共同参画センター利用団体登録要綱 

平成４年４月１４日付け目総女第１６号決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、目黒区男女平等・共同参画センター（以下「男女平等・共同参画セ

ンター」という）の円滑な運営を図るため、利用団体の登録に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（登録基準） 

第２条 男女平等・共同参画センターの利用団体として登録しようとする団体は、次の要

件を具備していなければならない。 

（１）女性問題、男女の平等な共同参画の推進又は性の多様性の理解促進に関する活動を

行う団体であり、かつ、営利事業、政治活動及び宗教活動を行わない団体であること。 

（２）会員数は５人以上であり、かつ、その半数以上が区内居住者、通勤者又は通学者で

あること。 

２ 前項第１号に定める女性問題、男女の平等な共同参画の推進又は性の多様性の理解促

進に関する活動は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを総合的

かつ計画的に推進するための計画に関するものとする。 

（登録団体への援助） 

第２条の２ 登録団体は、次に掲げる援助を受けることができる。 

（１）男女平等・共同参画センターに設置されている製版機能付謄写印刷機及び電子複写

機の機能提供及びロッカーの貸し出しを受けることができる。 

（２）男女平等・共同参画センター資料室の資料の団体貸出しができる。 

（３）その他区長が必要と認める援助を受けることができる。 

（登録手続等） 

第３条 男女平等・共同参画センターの利用団体として登録しようとする団体は、登録申

請書（別記第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

２  区長は、前項の申請があったときは、登録基準に適合しているか否かを調査し、登録

基準に適合すると認めるときは、目黒区男女平等・共同参画センター利用者登録証（別

記第２号様式。以下「登録証」という。）を交付し、登録基準に適合しないと認めるとき

は登録不承認通知書（別記第４号様式）により当該団体にその旨を通知する。 

３  前項の登録証の有効期間は、登録の日から２年とする。 

（２）前項の規定による登録は、登録証の交付を受けた者からの申請により、これを更新

することができる。この場合において、更新後の有効期間は、当該更新前の有効期間の

末日の翌日から２年とする。 

４  登録証は、１団体につき３枚まで交付することができる。 

５ 前項の複数交付を希望する登録団体は、複数交付申請書（別記第３号様式）を提出し

なければならない。 

（更新、変更等の手続） 

第４条 登録証の交付を受けている団体（以下「登録団体」という。）で、登録証の有効期

間の更新を受けようとするものは、当該登録証の有効期間の満了する日の２ヶ月前から
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前条第１項に規定する手続を行うことができる。 

２  登録団体は、前条第１項の申請書の記載事項に変更があったときは、登録変更届（別

記第３号様式）を提出しなければならない。 

３  登録団体は、解散等により登録を取り消そうとするときは、登録取消申出書（別記第

３号様式）に登録証を添えて提出しなければならない。 

４ 登録団体は、登録証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに再交付申請書

（別記第３号様式）を提出しなければならない。 

（会員名簿の提出） 

第５条 区長は、登録に際し、登録団体から会員名簿の提出を求めることとする。 

（登録の取消し） 

第６条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り

消すことができる。 

（１） 第２条に規定する登録基準を欠いたとき。 

（２） 不正な手段により登録証の交付を受けたとき 

（３） 登録証の不正な使用をしたとき 

（４） この要綱に違反したとき 

（５） 利用者登録を取り消したとき 

２  区長は、前項の登録の取消しをしたときは、登録取消通知書（別記第５号様式）によ

り当該登録団体にその旨を通知する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   

付  則 

この要綱は、平成４年４月１４日から施行する。 

付  則（平成１０年４月１日付け目総女第５号） 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

  ２ 第３条第３項の規定にかかわらず、平成１０年３月３１日までに登録を受けた団体 

登録期間については、なお従前の例による。 

付  則 

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

付  則（平成１５年１０月３１日付け目総権第７９号） 

  １ この要綱は、平成１５年１１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に目黒区女性情報センター利用団体登録要綱第 3 条第 2 項

の規定による。目黒区女性情報センター利用団体登録証の交付を受けている団体及び

その登録証は、その期間が満了するまでの間、目黒区男女平等・共同参画センター利

用団体登録要綱第 3 条第 2 項の規定による目黒区男女平等・共同参画センター利用団

体登録証の交付を受けた団体及びその登録証とみなす。 

付  則（平成１８年３月２９日付け目総権第１８４号） 

  １ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
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２ 平成１９年２月２８日までの間に限り、登録団体の登録機関については、第 3 条第

３項中に「２年ごとに」とあるのを、「平成１９年２月２８日まで」と読み替えて同条

を適用する。 

３ 前項の規定による登録団体が、引き続き登録を受けようとする場合における当該登

録の更新に係る登録期間については、第３条第３項中「その後は２年ごとに」とある

のを、「平成１９年３月１日から平成２０年６月３０日まで」と読み替えて同条を適用

する。（削除） 

付  則（平成１８年１２月２４日付け目総権第１１７号） 

  １ この要綱は、平成１９年１月５日から施行する。 

付  則（平成２４年１１月１０日付け目総権第１２１３号） 

  この要綱は、平成２５年１月５日から施行する。 

付 則（平成２８年１月２２日付け目総権第１７６８号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年４月１日付け目総権第８９４号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年４月１日付け目総権第６２４号） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の目黒区男女平等・共同参画セン

ター利用団体登録要綱別記第２号様式の規定により作成し、交付している利用者登録

証は、その期間が満了するまでの間、この要綱による改正後の目黒区男女平等・共同

参画センター利用団体登録要綱別記第２号様式の規定により作成し、交付した登録証

とみなす。 


